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自殺対策基本法改正の概要等

令和７年６月 自殺対策基本法の一部を改正する法律 が公布されました

こどもの自殺対策の実施に様々な機関や団体が関わる中で、関係機関や団体の連携・協働により連動性を持って取り組まれるべき施策を「こどもの自殺
対策推進パッケージ」として国がとりまとめた。

教育や普及啓発等、リスクの早期発見・対応、危機介入、見守り・支援 など

趣旨

概要

自殺対策基本法が平成18年に施行されて以降、我が国の自殺者の総数は減少傾向にあるが、近年、こどもの自殺者数は増加傾向が続
いている。令和６年の児童生徒の自殺者数は、52９人で過去最多となった（平成30年以降、約43％増・最も数が少なかった平成５年と
比べ約２．７倍）。10代における死亡原因の第１位が「自殺」であるのは、G７で我が国だけである。

こうした極めて深刻な状況に対処するため、こどもに係る自殺対策を推進するための体制整備・措置について定めるほか、デジタル技術
を活用した施策の展開、自殺リスク情報の迅速な把握、自殺を助長する情報・設備等対策、自殺未遂者等・自殺者の親族等への支援の強
化について定める。

第２条第７項「基本理念」
こどもが自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利利益の擁
護が図られ、将来にわたって健康で心豊かな生活を送ることができる社会の実現を目指し、こどもに係る自殺対策を社会全体で取り組
むことを明記

第３条第２項「国の責務」
こどもに係る自殺対策について、内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、その自殺の実態等を踏まえて適切かつ効果的に策
定され、及び実施されるよう、相互に又は関係行政機関の長との間において緊密な連携協力を図りつつ、それぞれの所掌に係る施策を
推進することを明記

など

令和７年９月 こどもの自殺対策推進パッケージ を国がとりまとめました
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柏市の こどもの自殺対策推進パッケージ 取り組み状況

教育や
普及啓発等

SOSの出し方に関する教育・自殺予防
教育の促進

地方自治体によるゲートキーパー養成
研修の実施支援

学校における精神保健に関する知識
の向上

中高生を対象とした自殺対策に関する
広報啓発

リスクの早期
発見・対応

1人1台端末等を活用した「心の健康観
察」の推進

スクールカウンセラー・スクールソー
シャルワーカーの配置充実

危機介入
地域ネットワーク構築によるこども支
援

見守り・支援
教育委員会による24時間子供SOS
ダイヤル、SNS等を活用した相談体制
の整備

こどもの自殺対策推進パッケージ 柏市の取り組み状況
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「匿名相談アプリSTANDBY」を導入した相談体制の整備 児童生徒課

一般市民及び支援者むけに年数回ゲートキーパー養成研修
開催

福祉政策課

学習指導要領の保健分野に基づき，児童生徒が「心の健康」
への理解を深め，様々なストレスへの対処法を身に付けら
れるよう授業及び教育活動全体を通して取組を実施

指導課

中学１年生に対し，外部講師による「SOSの出し方教育」の
授業を実施

児童生徒課

１人１台端末等を活用した「心の健康観察」の導入の推進 児童生徒課

市立全小中学校にスクールカウンセラーを配置し，児童等
への面接相談を行っている。スクールソーシャルワーカーを
全ての中学校区に配置し福祉機関との連携を実施

児童生徒課

要保護児童対策地域協議会を設置。個々のケースについて
情報共有し，適切な連携の下で要保護児童の対応を実施

こども相談
センター

「匿名相談アプリSTANDBY」を導入した相談体制の整備 児童生徒課

担当課


